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公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
静岡県手話通訳問題研究会

私　が　手　話　通　訳　者・士　に　な　る　に　は　？
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通訳養成は県で開催。
各課程期間１年、合計３年
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【手話奉仕員養成】
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奉仕員養成は市町で開催
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統一試験合格を目指す者たちのた
めの特別講座
実践課程講座との同時受講も可

静岡県登録試験
全国統一試験

毎年12月
第一土曜

手話通訳士試験

10月(土)(日)二日間

☆県登録試験合格
　　　↓
①"県派遣事業登録
手話通訳者"の資格を
授与
②県が認定する
"認定手話通訳者"とし
て市町に登録

旧県手話奉仕員から移行した認定
手話通訳者は、手話通訳士試験合
格により、☆の県派遣事業登録手
話通訳者になる

面
接

市町

　　　　　厚生労働省カリキュラムに沿った講座

　
       静岡県独自の講座

　

       試験

東部・中部・西部で各ろうあ協会代表
者が面接試験実施。
進級できなかった者は再受験可

試験要綱の取り寄せ
・通研班代表への申し出
・試験終了後に通研へアンケート提出

自己活動チェック表
による自己評価

Ｈ21年度までの面接試験不合格
者、他県から転居した有資格者
など
統一試験または士試験合格者
は、統一試験を免除。各ろうあ
協会代表者の推薦のもと面接へ
面接担当は静聴協・静通研

【手話通訳者養成】

県

各課程修了条件①実技講座履修率80％以上②全講義履修（必須）
１講座は90分以上で指導


